
議題１ 春の火災予防運動について 

 

１ 実施期間 

  令和６年３月１日（金）から３月７日（木）まで 

  期間中、消防団による啓発活動が全日実施できるよう、実施日の体制を下

記の日程表のとおりとします。当番制とし、人員確保等で当番日の実施が困

難な場合は近隣分団と調整のうえ実施。 

 

２ 実施要領 

  午後８時から午後９時までは消防車で広報を実施し、午後９時から午後１

０時までは赤色回転灯の点灯のみで、警ら活動を実施。 

 

３ 広報例文 

  「こちらは、〇〇分団です。 

  空気が乾燥し、火災が起こりやすい季節です、火気の取扱いに注意し、火

災を未然にふせぎましょう。」 

 

春の火災予防運動当番表 

 

 

実施分団① 赤池、浅田、梅森、野方、蟹甲、折戸、本郷 

 

実施分団② 藤枝、米野木、三本木、藤島、岩崎、岩藤、北新 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日 
3 月 1 日 

（金） 

3 月 2 日 

（土） 

3 月 3 日 

（日） 

3 月 4 日 

（月） 

3 月 5 日 

（火） 

3 月 6 日 

（水） 

3 月 7 日 

（木） 

実施分団 

①  
梅森 野方 蟹甲 折戸 本郷 赤池 浅田 

実施分団 

②  
岩藤 藤枝 米野木 三本木 藤島 岩藤 北新 



議題２ 令和５年度日進市消防団事業報告について  

令和５年度日進市消防団事業報告 

 

※各分団により、６月から消防水利点検を実施。 

※消防団訓練計画表に基づき、毎月水出し訓練を実施。 

月 事  業  内  容 場  所 

令和5年 

3月 

消防団辞令交付式（２６日） 

第１回分団長会議（２６日） 
日進市役所 

4月 

消防操法全体指導会（７日） 日進消防署 

消防操法個別指導会（１７日・１８日・１９日・２０日・２１日） 日進消防署 

第２回分団長会議（２７日） 日進消防署 

5月 第２８回日進市消防操法大会（２１日） 市総合運動公園 

6月 

第３回分団長会議（２日） 日進消防署 

街頭消火器・消火栓ＢＯＸ点検業務（～１１月） 日進市内 

市水防訓練・消防訓練会（１１日） 日進市役所 

第６８回愛知県消防操法大会個別指導会（２４日） 愛知県消防学校 

7月 第６８回愛知県消防操法大会現地訓練会（２９日） 新城市 

8月 
第６８回愛知県消防操法大会（５日） 新城市 

第４回分団長会議（３１日） 日進市役所 

9月 夢まつり花火警備（１７日）＜米野木～北新分団＞ 日進市役所 

10月 
尾三消防連絡協議会合同訓練（１日） 

＜蟹甲・米野木・三本木＞ 
日進消防署 

11月 

第５回分団長会議（１７日） 日進消防署 

秋の火災予防運動（９～１５日） 各地区 

避難所開設訓練（２６日） 

＜赤池・梅森・折戸・野方分団＞ 
北小・日進中学校 

12月 

分団長研修（９～１０日） 静岡県 

尾三消防連絡協議会 防災講演会（１６日） 日進市民会館 

年末夜警合同出発式（１９日） 日進市民会館 

年末夜警（２６日～３０日） 各地区 

令和6年 

1月 

 

消防出初式（７日） スポーツセンター 

日進消防署文化財防火デーに伴う消防訓練（２０日） 

＜本郷・岩崎分団＞ 

岩崎町 岩崎城 

 

２月 第６回分団長会議（２２日） 日進市役所 

3月 

春の火災予防運動（１日～７日） 各地区 

日進消防署林野火災訓練（１０日） 

＜浅田・藤枝・藤島分団＞ 
岩藤町 大安寺 



水嶋団長は、愛知県消防協会 会長、尾三消防連絡協議会 副会長、尾張地区

消防連絡協議会 評議員、愛知県共済生活協同組合 理事、 

日本消防協会 理事 

福安副団長は、尾三消防連絡協議会 理事、愛知県共済生活協同組合 総代 

加藤副団長は、尾三消防連絡協議会 理事 を兼務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議題３ 令和６年度提出書類等について 

 

必要書類 

１ 令和６年度消防団分団員名簿 

  ・市内在住・在勤者の１８歳以上で構成してください。 

 

２ 令和６年度分団緊急連絡員報告書 

 

３ 令和５年度退職団員名簿及び令和６年度新規団員名簿 

 

４ 退職報償金請求書 

 

５ 消防活動服注文票 

 

６ 消防団員報酬振込先登録（変更）届出書 

 

 

【注意点】 

※１ １～５の書類につきましては、令和６年３月１５日（金）までにご提出

ください（厳守：特に活動服注文票が遅れた場合は操法大会に間に合わな

い場合がございます。） 

 

※２ 令和６年３月３１日（日）午前８時５０分から辞令交付式及び第１回分

団長会議を日進市役所南庁舎２階第５会議室で行います。リハーサルを８

時３０分から行いますので新分団長にお伝えください。 

   また、制服、制帽及びネクタイを回収します。各分団詰所に３月２８日

（木）までに保管しておいてください。２９日に回収します。また、階級

章にあっては新しく分団長になる方へ引継ぎをお願いいたします。 

 

◎提出書類の書式がデータで必要な場合は、下記のメールアドレスへ「消防団 

書類希望」として送付してください。折り返し返信させていただきます 

 

生活安全部防災交通課 

メールアドレス bousai@city.nisshin.lg.jp 

 

 

 

 

 

mailto:bousai@city.nisshin.lg.jp


その他              （案）   

令和５年度事業計画及び訓練計画案について 

令和６年度日進市消防団事業計画 

※上記日程は予定日であるため、変更となることがあります。 

月 事  業  内  容 場  所 

令和6年 

3月 

消防団辞令交付式（３１日） 

第１回分団長会議（３１日） 

１ 令和６年度事業計画及び訓練計画について 

２ 消防団の経費及び報酬について 

３ 第２９回日進市消防操法大会について 

日進市役所 

4月 

消防操法全体指導会（５日） 日進消防署 

消防操法個別指導会（１５・１６・１７・１８・１９日） 日進消防署 

第２回分団長会議（２６日） 日進市役所 

5月 第２９回日進市消防操法大会（１９日）予備日２５日 市総合運動公園 

6月 

第３回分団長会議 未定 

街頭消火器・消火栓ＢＯＸ点検業務（～１１月） 日進市内 

市水防訓練・消防訓練会（１６日） 未定 

第６９回愛知県消防操法大会個別指導会（  ・  日） 愛知県消防学校 

7月 
第６９回愛知県消防操法大会現地訓練会（  ・  日） 

愛知学院大学 
第６９回愛知県消防操法大会（２０日）予備日２１日 

8月 
第４回分団長会議 未定 

にっしん夢まつり打ち合わせ会議 日進市役所  

9月 
にっしん夢まつり警備（１５日（仮）） 各地 

尾三消防連絡協議会合同訓練（２９日） 日進消防署 

11月 

秋の火災予防運動（９～１５日） 各地区 

避難所開設訓練（１０日）北新分団・岩崎分団 
相野山小・ 

竹の山小中学校 

第５回分団長会議 未定 

分団長研修（    ） 未定 

12月 

尾三消防連絡協議会防災講演会（７日） 東郷町民会館 

年末夜警合同出発式（  日） 日進市民会館 

年末夜警（２６日～３０日） 各地区 

令和７年 

1月 

消防出初式（１２日） スポーツセンター 

日進消防署文化財防火デーに伴う消防訓練 未定 

2月 
第６回分団長会議 未定 

日進消防署林野火災訓練（２月～３月頃に例年実施） 未定 

3月 春の火災予防運動（１日～７日） 各地区 



※毎月の個別放水訓練等は消防団訓練計画表のとおりです。 

消防団訓練計画表（毎月） 

４月 個別放水要領訓練Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 

（消防署で行う操法訓練とする） 

 

５月 個別放水要領訓練Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 

（消防署で行う操法訓練とする） 

 

６月 個別放水訓練Ａ・Ｂ 

基本中継訓練Ｃ・Ｄ 

 

７月 個別放水訓練Ｃ・Ｄ 

基本中継訓練Ａ・Ｂ 

 

８月 個別放水訓練Ａ・Ｂ 

火災想定中継訓練Ｃ・Ｄ 

 

９月 個別放水訓練Ｃ・Ｄ 

火災想定中継訓練Ａ・Ｂ 

 

１０月 個別放水訓練Ａ・Ｂ 

常備消防合同訓練Ｃ・Ｄ 

 

１１月 個別放水訓練Ｃ・Ｄ 

常備消防合同訓練Ａ・Ｂ 

 

１２月 個別放水訓練Ａ・Ｂ 

基本中継訓練Ｃ・Ｄ 

 

１月 個別放水訓練Ｃ・Ｄ 

基本中継訓練Ａ・Ｂ 

 

２月 個別放水訓練Ａ・Ｂ 

基本中継訓練Ｃ・Ｄ 

 

３月 個別放水訓練Ｃ・Ｄ 

基本中継訓練Ａ・Ｂ 

 

訓練班 

Ａ：赤池、浅田、梅森、野方    第３木曜 ２０時 

Ｂ：蟹甲、折戸、藤枝        １９日 ２０時 

Ｃ：米野木、三本木、藤島、本郷  第２金曜 ２０時 

Ｄ：岩崎、岩藤、北新       最終水曜 ２０時３０分頃 

訓練項目 

 １、個別放水訓練 

   各分団のポンプ１台で放水訓練を実施する。 

   資機材点検 

 ２、基本中継訓練 

   訓練班ごとに中継体制の基本を習得する。 

 ３、火災想定中継訓練 

   訓練班ごとに実火災を想定し緊迫感のある訓練を実施する。 



 ４、常備消防合同訓練 

   訓練班ごとに常備消防隊と合同に訓練を実施する。 


